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学校保健委員会規約 

 

大阪府立茨木支援学校 
 
 

 第１章     名称 
 

第１条    この会は、大阪府立茨木支援学校 学校保健委員会と称す。 
 

 第２章     目的・活動 
 

第２条    この会の目的は、本校児童・生徒の健康を保持増進するために、教
職員・保護者・地域社会・専門機関が緊密に連携して、健康に関す
る問題を審議し、保健活動を推進するためにある。 

 

第３条    この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

         １、学校保健に関して、学校長の諮問事項を審議する。 

         ２、健康診断、疾病の予防と治療、学習能率の向上、学校行事の保
健的推進、校外における健康生活、環境の美化や安全指導及び
学校給食について協議し，その問題点を打開する策を練り、学
校保健計画を立案する。 

         ３、学校関係各部門の連絡調整を図る。 
 

 第３章     組織 
 

第４条    この会は、次の委員によって構成する。 

         職員    校長・准校長・事務長・教頭・首席・学部主事 

                養護教諭・栄養教諭・健康安全部長・保健主事 

         保護者（ＰＴＡ役員・保健委員会・その他の保護者） 

         学校医（内科校医・歯科校医)・学校薬剤師 

         地域社会関係者（保健所・消防署・医療機関その他） 

 

第５条    議題により、前条以外の委員を臨時に加えることができる。 
 

 第４章     運営 

 

第６条   この会は、学校長が招集し、原則として年間２回程度開催する。 
 

第７条   この会で協議した重要な事項は、職員会議に提案して、承認を求め
る。 

 

第８条    前条において承認され、または本会で申しあわせた事項は、それぞ
れ関係部門が責任をもって実行する。 

 

 第５章     改正 
 

第９条    この規約の改正は、本会の議決、並びに職員会議の承認を得る。 
 

付 則    平成１２年９月２７日より施行する。 
付 則    令和 ６年７月１１日より施行する。 
 


